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※　運営規程の営業時間を超えて支援を行うものとして、加算を算定する場合に届け出ること。

※　延長支援加算を算定する障害者又は障害児に係る生活介護計画書又は児童発達支援計画書
 　を添付すること。

　　年　　月　　日

延長支援加算体制届出書

施設種別

施設名

定員

運営規定上の営業時間

氏名 利用時間 備考


